
議案第２１号 

教育委員会の所管に属する施設等に勤務する職員の勤務時間、休

憩時間等に関する規程の一部を改正する訓令 

上記の議案を提出する。 

令和３年３月１１日提出 

  提出者 板橋区教育委員会教育長 中川 修一 

 

教育委員会の所管に属する施設等に勤務する職員の勤務時間、休 

憩時間等に関する規程の一部を改正する訓令 

教育委員会の所管に属する施設等に勤務する職員の勤務時間、休憩

時間等に関する規程（昭和61年板橋区教育委員会訓令第１号）の一部

を次のように改正する。 

  別表第２中 

 「 

図書館 中央図

書館に

勤務す

る職員 

午前８時30分か

ら午後８時15分

までの間（７月

及び８月にあっ

ては午前７時30

分から午後８時

15分までの間）

において、４週

間を平均し１週

間について38時

間45分（再任用

短時間勤務職員

にあっては、条

例第２条第３項

勤 務 時 間

が ６ 時 間

を 超 え る

場 合 は １

時 間 と

し 、 そ の

時 限 は 、

館 長 が 定

め る 。 

４週間を通じて８日

（再任用短時間勤務

職員にあっては８日

以上）とし、職員ご

とに館長が定める日 



の規定に基づき

定める時間）勤

務するものと

し、その割振り

は、館長が定め

る。 

いたば

しボロ

ーニャ

子ども

絵本館

に勤務

する職

員 

午前８時45分か

ら午後５時30分

までの間（７月

及び８月にあっ

ては午前７時30

分から午後５時

30分までの間）

において、４週

間を平均し１週

間について38時

間45分（再任用

短時間勤務職員

にあっては、条

例第２条第３項

の規定に基づき

定める時間）勤

務するものと

し、その割振り

は、館長が定め

る。 

勤 務 時 間

が ６ 時 間

を 超 え る

場 合 は １

時 間 と

し 、 そ の

時 限 は 、

館 長 が 定

め る 。 

月曜日及び月曜日以

外の日で４週間を通

じて４日（再任用短

時間勤務職員にあっ

ては４日以上）とな

るよう職員ごとに館

長が定める日（月曜

日が休日にあたると

きは、その直後の休

日以外の日とす

る。） 

                              」 

 「 

を  



図書館 中央図

書館に

勤務す

る職員 

午前８時30分か

ら午後８時30分

までの間（７月

及び８月にあっ

ては午前７時30

分から午後８時

30分までの間）

において、４週

間を平均し１週

間について38時

間45分（再任用

短時間勤務職員

にあっては、条

例第２条第３項

の規定に基づき

定める時間）勤

務するものと

し、その割振り

は、館長が定め

る。 

勤 務 時 間

が ６ 時 間

を 超 え る

場 合 は １

時 間 と

し 、 そ の

時 限 は 、

館 長 が 定

め る 。 

４週間を通じて８日

（再任用短時間勤務

職員にあっては８日

以上）とし、職員ご

とに館長が定める日 

                              」 

改める。 

    付 則 

  この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

 

  （提案理由） 

  新中央図書館開館に伴う勤務時間の変更及び組織改正に対応するため、

規則改正の必要がある。 

に  


